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R8.5.28 令和8年第2回定例記者会見

東久留米市国民健康保険税試算システムについて

国民健康保険税試算システム：4月9日から市ホームページ上に導入

国保税の試算

※PC・タブレット・スマートフォンから
利用が可能

・加入状況
・生年月日
・収入（給与・年金など）
などの項目を入力すると
試算が算出されます。



R8.5.28 令和8年第2回定例記者会見

電話自動音声応答システムの導入について

電話自動音声応答システム：６月１日から稼働開始

保険年金課に関する
電話の問い合わせ

自動音声
対応

SMS
（ショート・メッセージ・

サービス）

対応

市職員への
電話転送

（※開庁時に限る）

いままで

これから

▲開庁時間にしか、電話問い
合わせができない

▲窓口・電話混雑時は電話が
つながらない

◉定型的な問い合わせなら、
24時間365日いつでも、自動
音声やSMSにより必要な情報
を入手できる

◉定型的なお問い合わせに自動
音声が対応することで、定型
外の問い合わせが職員につな
がりやすくなる
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音声案内に沿って
電話機のボタン操作
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